
• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年１月３０日 
 

全 員 協 議 会



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 １  

 

午前１０時００分開会 

○ただ太郎議長 ただいまから、全員協議会を開会

いたします。 

  先立ちまして、昨日、インフルエンザの状況が

東京都の方で通常から注意報に引き上げられたと

いうことに伴いまして、本日、全員協議会、座席

の間隔を空けて開催することとなりました。急遽

の対応に御協力いただきまして、ありがとうござ

います。今後も、東京都のその発令状況に合わせ

て座席の御協力いただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

           ◇            

 

○ただ太郎議長 それでは、令和８年度一般会計予

算並びに国民健康保険、介護保険、後期高齢者医

療の３特別会計予算の概要についてを議題といた

します。 

  初めに、政策経営部長より、各会計予算の概要

について説明を願います。 

○政策経営部長 令和８年度当初予算案の概要につ

きまして御説明をさせていただきます。 

  お手元にございます予算編成のあらまし、また

タブレットに掲載の予算編成のあらましを御覧く

ださい。御説明は冊子のページでさせていただき

ます。 

  まず、令和８年度当初予算のタイトルでござい

ますけれども、「やりたいことが叶うまち。まず

は「安心」「活力」の土台づくり」と名付けまし

た。 

  では、予算編成のあらまし、２ページを御覧く

ださい。 

  令和８年度の当初予算案の規模は、一般会計予

算で３，６９６億円となり、前年度比で２２３億

円、６．４％の増額予算となりました。また、特

別会計を含めた全会計の総額は５，３２８億円で、

前年度比２４８億円、４．９％の増となりました。 

  次に、主な増要因について御説明をいたします。 

  ３ページを御覧ください。 

  まず、歳入についてでございます。 

  特別区税は、最低賃金の引上げなど雇用環境の

改善に加えまして、納税義務者数の増加に伴う特

別区民税の増額などにより、前年度比で４２億円

増、６０９億円を見込んでおります。 

  次に、財政調整交付金ですが、原資となる都税

が引き続き好調に推移すると見込みまして、前年

度比で８６億円増の１，２５５億円を計上いたし

ました。 

  ４ページを御覧ください。 

  歳出について御説明いたします。 

  義務的経費は１，８１８億円で、前年度比１０

２億円、５．９％の増となっております。 

  義務的経費の内訳でございますが、人件費が５

１６億円で、前年度比３７億円、７．７％の増と

なりました。職員給与費、また会計年度任用職員

の報酬が給与改定により増額となったことが要因

でございます。 

  扶助費は１，２６４億円で、前年度比５４億円、

４．４％の増でございます。増額の主なものとい

たしましては、基準改定に関する最高裁の判決を

踏まえた追加給付の実施に伴う生活保護費や、サ

ービス利用者数の増加に伴う障がい者自立支援給

付費などとなっております。 

  公債費は、計画的な返済に加えまして、令和８

年度は一部繰上償還を実施いたしますことから、

前年度比１１億円増の３８億円となっております。 

  次に、５ページでございます。 

  投資的経費ですが、４２９億円で、前年度比８

億円、２．０％の増となっております。増額の要

因といたしましては、花畑地域学習センターの大

規模改修などの施設営繕事業や、大谷田二丁目ア

パートと東部福祉課の合築施設の新築工事などと

なっております。 

  その他一般会計行政経費は１，４４９億円で、
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前年度比１１３億円、８．４％の増となりました。

小・中学校のタブレット機器や運用管理ライセン

スの更新、またプラスチック分別回収の区内全域

での実施などが増額の要因となっております。 

  以上が、令和８年度当初予算案の概要でござい

ます。 

○ただ太郎議長 続きまして、区長より、主要施策

事業について説明をお願いします。 

○区長 議員の皆様には、何かとお忙しい本日お集

まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

  それと、冒頭、議長の方からインフルエンザの

話がございましたが、流行の株のタイプが、今回、

前回の流行のときと違っているようでございます

ので、前回かかったから今回は大丈夫だろうとい

うことはないようでございます。御用心いただき

たいと思います。 

  では、私の方から、令和８年度の予算編成なの

あらましについて御説明をいたします。 

  タイトルは「やりたいことが叶うまち」、やり

たいことを叶える前にも、まずは安心、そして安

心を支えるための経済的な活力が必要だというこ

とで、そのやりたいことの根底である土台づくり

から令和８年度を始めていこうという思いを込め

てございます。 

  この予算の具体的な内容に入る前に、３点ピッ

クアップして御説明をさせていただきます。１つ

については給付金、２つ目はプラスチックの回収、

３つ目は認知症の条例についてでございます。 

  まず、１つ目でございますけれども、特に今回

御説明したいのは、セブン－イレブンのＡＴＭで

引き出すその手法について、まだ詳しく御説明し

ておりませんでしたので、ちょっとここで御説明

をいたします。 

  まず、入金でございますけれども、私どもが口

座情報を持っている方々に対してまず第１弾とし

て振り込む、これは全体の約２割でございますの

で、口座情報がない方が８割ということで、こち

らが圧倒的に多いわけでございます。 

  そして、セブン－イレブンでということですけ

れども、３月の上旬になりますと、普通の郵便で

各御家庭に申請書が届きます。この申請書の中に、

最後まで必要となるお客様番号、１０桁の番号が

入っておりますので、これを申請が終わって入金

いただくまで大切に取っておいていただきたいと

いうことでございます。 

  ここから幾つか、３つパターンが分かれます。

まず１つ、セブン－イレブンで現金を引き出すに

当たりましても、２パターンございます。 

  まず１つは、オンライン申請をするパターンで

ございます。オンライン申請、スマホを持ってな

いとできないわけでございますけれど、二次元コ

ードをスマートフォンで、サンプルがございます

けれども、こちらの方でオンライン申請の画面に

入っていただいて、そこから最初に届いた１０桁

の番号、世帯主の生年月日、メールアドレス、電

話番号を入力していただくと、先方から６桁のパ

スワードが届きますから、それを入力していただ

いて、まず、第１回目のチェックが入る、認証が

入るということです。 

  そうしますと、今度第２段階に進みまして、今

回、第２段階はマイナンバーカードや運転免許証

を通じて本人確認の画像データをアップロードし

ていただくことになります。そうしますと、２回

目の６桁のパスワードが相手から届くということ

になりまして、これが済みますと２回目の認証が

終わる。 

  この２回目の認証が終わりますと、審査期間が

ございまして、最短で３営業日ぐらい掛かるよう

ですが、この期間の終わった後に、手続が完了し

ましたのでＡＴＭで出金をしてくださいよという

メールが届きます。このとき何が届くかというと、

提携先コードといいまして区の契約番号、これが

届きます。そして、１０桁の最初に送られた申請

の番号、そしてこのとき送られてきます４桁のパ
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スワード、この３つを持ってお店に行っていただ

いて、ここから提携先コード、１０桁のお客様番

号、確認番号の４桁、これを入れていただくと、

御家族の１世帯分の金額が出金できるという形に

なります。 

  ただ、そうはいいましても、私、ちょっとこれ

は自分には手に負えないなと思います。ですから、

同じセブン－イレブンで受け取るにしても、こう

したオンライン申請の手続を紙で行うこともでき

ます。これが２番目になります。それは、最初の

申請書に同封されております申請用紙、これを同

封の封筒で返信していただくと、また送り返され

てきまして、先ほどのが個々に届くということに

なります。少々お時間が掛かりますので、たけた

方が周囲にいれば、その方にやっていただきなが

ら電子手続をしていただくのが一番早いかなと思

います。 

  もちろん、これもできないという方もいらっし

ゃいますので、最初から口座振替でいくよと、セ

ブンじゃなくて結構という方につきましては、区

の方へ申請書を送ってくださいというお電話をい

ただきますと、そのようにさせていただく。ただ、

三、四週間程度掛かるというようなことでござい

ます。 

  次に、プラスチックの分別回収でございます。 

  ４月からの一斉の開始ということで、区民の声

で寄せられる声は、まず、プラスチックを回収し

てないところもあるじゃないかというようなこと、

あとは、大した効果もないのに何でやるんだと、

この２つが圧倒的に多いのですけれども、２３区

の中でいまだにプラスチックの分別回収を行って

ないのは足立区と世田谷区の２区だけということ

で、これで足立区が２２番目になるわけですので、

基本的に世田谷区も追随してまいります。分別回

収をするということが、清掃工場の改修に当たっ

ての国の補助金の条件になってくるということも

ありますので、分別回収をしないという選択はな

いのだということを区民の皆様方にもお伝えして

いく必要があるのだろうと思います。 

  そしてまた、効果がないという方につきまして

は、左下でございますけれども、ＣＯ２削減量、

全区でプラスチックを回収した場合には１万５ t

程度ある。これを杉の木に換算すると７１万５，

０００本程度の吸収量がありますよということで、

これも御了解いただけるように伝えていくことが

必要だろうと思っております。 

  今、足立区内のごみの集積所の看板を貼り替え

ておりますけれども、現在のところ、まだ４０％

程度は貼り替えが終わってないようでございます

ので、これを一日も早く終えるということと、３

月上旬になりますと、ごみの出し方という冊子が

全戸に配布されますので、それをまず見ていただ

くということが非常に重要だと思っております。

大規模な回数と収集日の変更になりますので、こ

れからも徹底的に４月の回収に向かって区民の皆

様方の周知に力を入れてまいります。 

  ３つ目、足立区認知症とともにいつまでもこの

まちで条例、この提出を予定している件でござい

ます。 

  背景でございますけれども、御承知のとおり、

令和６年に国の方で認知症基本法が施行されまし

て、具体的な計画を立てることが自治体の努力義

務とされました。努力義務ですし、国の法律があ

るので、その上になぜまた足立区で条例をつくる

のかという御疑問もあるかもしれませんけれども、

足立区、高齢化率２３．９２ということで、２３

区の中でもトップをいつも行ったり来たりしてい

るような状況でございます。 

  高齢者の８人に１人が認知症と言われる状況の

中で、今、前期、後期合わせますとおよそ１７万

人の高齢者がいらっしゃいます。その中で８人に

１人ということですので、２万人少々ということ

になります。決して少ない数ではありません。 

  やりたいことが叶うということを目指している
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足立区にとって、この認知症の方の御本人の声、

やりたいことがあることを理解してほしいですと

か、簡単なものでもよいのでやれる仕事をやって

みたい、こういう御要望もありますし、意外に家

族にも認知症のこと分かってほしい、家族ですら

分かってもらえてない部分もあるというような声

も届いておりますので、こうしたことをきちっと

条例の中に盛り込んでまいります。令和８年度い

っぱい掛けて、新たに、仮称でございますけれど

も認知症施策推進計画、これをつくってまいりま

す。 

  高齢者の保健計画からこの認知症の部分だけを

取り出す形にしてまいりますけれども、先ほど申

し上げているとおり、条例までつくって区として

進めるわけでございますので、やりたいことが叶

うというような足立区の独特の施策も十二分に織

り込んだ足立区の計画をつくってまいります。 

  以上が、特出しで３点御説明させていただきま

した。ここからは、内容に入ってまいります。 

  まず、全体像でございます。 

  先ほど政策経営部長からも説明させていただき

ました。歳入として予算規模３，６９６億円、前

年度比２２３億円プラスでございますけれども、

この２２３億円のうち、およそ９割は区の方の裁

量が及びづらい内容の増になっております。後ほ

ど説明させていただきます。 

  １つポイントは、特別区税だと６０９億円、こ

れ最高でございますけれども、構成比は１６．５％、

分母の予算規模が毎年毎年拡大しておりますので、

特別区税が占める割合というのはあまり変わって

おりませんけれども、確かに最低賃金の引上げ等

の雇用環境の改善はあったというものの、納税義

務者が着実に増加しているということも事実でご

ざいますので、エリアデザインを中心としたまち

づくりの１つの成果が、この特別区税の増収とい

うところにも現れているということかと思います。 

  区の裁量が及びにくい増額が約９割占めている

と申し上げました。国や都の決定により実施しな

ければならないもの、生活保護基準改定の最高裁

の判決を踏まえた追加給付として２８億円、私立

保育園等の運営費が１６億等ございます。また、

物価高騰、人件費上昇によるものといたしまして

給与改定による職員の給与の増、そしてまた指定

管理等も含んだ施設の維持管理運営等に係る経費

の上昇というようなことでございます。 

  また、特に令和８年度は学校ＩＣＴの推進、児

童・生徒用のＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋ約４万８，０

００台の一斉更新ということもございますので、

３９億円ということでございます。 

  それ以外の項目として１７億円、主なものはこ

ちらということです。 

  個別の施策事業について入ってまいります。 

  まず、災害対策でございます。トイレ計画につ

いては、半年ほど先延ばしをさせていただきたい

ということを申し上げました。災害時のトイレ空

白地域を解消するための具体的な対策も織り込ん

でいきたいと考えているからでございます。 

  まず、災害時のトイレということで、空白地域

をピックアップするに当たってトイレとして落と

し込んだものが、第一次避難所のトイレ、福祉避

難所のトイレ、そして区立公園等のマンホールト

イレ、この３つについて落とし込んだところがブ

ルーということですので、白い部分が空白地域と

いうことになります。およそこの空白地域、２０

０か所というところでございまして、１月２０日

までにこの２００か所のうち１１５か所全て現地

確認をさせていただいて、この中から見えてきた

こととして、この空白地域に公園があるというこ

とが分かってきました。 

  つまり、自己処理型のトイレを設置するにして

も一定の広さが必要になりますから、やはりこの

公園を１つの拠点として空白地域を解消していく

という計画を立てていこうと考えております。で

すので、今申し上げました自己処理型のトイレを



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ５  

 

設置したり、又は、公園のトイレは今まで断水し

てしまうと使えないということでトイレとしてカ

ウントしてなかったわけですけれども、携帯トイ

レを上にかぶせれば使えることになりますので、

その携帯トイレを誰がかぶせて、清掃を誰がして

いくのかというようなスキームをこれから考えて

いく必要があると思うのですけれども、公園トイ

レもいざ災害というときには活用していこうとい

う方向にかじを切ったということでございます。 

  そして、どのように清潔を保つのか、清掃する

のか、誰がするのか、いつするのかといったマニ

ュアルもこれから整備していき、計画の中に盛り

込んで、今年の９月には議会にも区民の皆様方に

もお示ししていきたいという予定で進めてござい

ます。 

  災害対策、３年目を迎えました建築の耐震化等

の支援でございますけれども、駆け込みという状

況の中で、まず１年、令和８年度は今までどおり

１年継続させていただくということでございます。 

  それと、消火器・住宅用火災警報器につきまし

て、これも継続をさせていただきます。ただ、グ

ラフを見ていただければお分かりのとおり、徐々

に実績が見込額に追い付いてきてしまったという

ことですので、今のままの周知を行っていたので

は当初の伸びが期待できませんので、令和８年度

に入りましたら事業者の方々にもう一度周知に御

協力いただくなどてこ入れが必要だと考えており

ます。 

  バス路線の維持ということで、はるかぜについ

ては、２社７路線、収入で賄えない分を区が御負

担させていただいて何とか維持をしていくという

ことが１つ。もう 1つは、とにかく運転士が足り

ないということをおっしゃいますので、すぐに実

用は難しいにしても、どうしても踏み込んでいか

なければなりませんのが、自動運転バスの実験と

いうことになります。そこで、令和８年度の冬頃

をめどにして、実際に実証実験に入っていくとい

うことです。 

  表を見ていただきますと、夏頃に運行の認可手

続を行いまして、秋になりましてからルート等の

マップを作成すると同時に、ドライバーの研修等

も行って、冬頃には実験を開始いたしますけれど

も、この際にはお客様を実際に乗せて実証実験に

入っていきたいと考えております。 

  コースでございますが、赤の点線で囲んだこの

３つが候補でございますので、この中からまず１

か所決定させていただいて、冬頃に小型のバスの

実証実験に入ります。 

  そしてもう 1つ、紫の点線で囲んだ地域につき

ましては、令和９年以降にグリーンスローモビリ

ティの車両、つまり小型のバスよりも更に小さい

ものを運行させるような、こちらも自動運転を考

えていきたいと思います。こちらは地域交通の導

入サポート事業でございますが、令和８年度には

新規に扇地区、そして検討地域として舎人地区を

挙げてございます。 

  足タクにつきましては、地域内交通導入サポー

ト事業とは別枠ということでございますけれども、

地図に載ってはいませんけれども、現状維持とい

うことで進めてまいります。 

  御承知のとおり、４月から自転車でも青切符の

導入が入ってまいりますので、特に自転車の安全

使用について、区といたしましても業務委託を掛

けて安全指導を街頭で行っていきたいと思います。

街頭の箇所につきましては、トラック協会等の皆

様方やタクシー業界の方々に、実際あそこ飛び出

しが多いとか、あそこは運転して怖いよというよ

うなところを指摘していただいて、指導員３名体

制で年間１５０日程度実施をしていきたいと思い

ます。 

  そして、自転車のヘルメットの補助でございま

すが、今まで２，０００円のところおおむね３万

件の補助をしてまいりましたが、令和８年度から

は２，０００円を３，０００円に引き上げて実施
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をしてまいります。 

  次、ごみ屋敷でございますけれども、長期化し

てる状況がございますので、まず、片付けるとい

う決断がなかなかつかないということで、処理を

してしまうという決断がつきませんので、取りあ

えず捨てないから倉庫で保管をしておきますよと

いうことで後押しができないかというふうに職員

が考えまして、委託事業者の倉庫に一時的に保管

するという形で、実際にあれは欲しいということ

になれば来ていただいてお返しするというような

こともいたしますけれども、ここでまず一押しを

していきたいということ。 

  それと、ごみの処分でございますけれども、物

価高騰もありまして、現在の５０万円では全ての

ごみを処理し切れないということもございます。

そのお気持ちになったときに全てのごみを処理し

たいということで、上限を５０万円から１００万

円に上げていきたいという形で考えています。 

  相談事業の充実でございます。まるごと相談課

に寄せられる相談のうち、意外に思ったのが、就

労の相談が一番多いということでございますので、

オンラインでの就労相談、しかも国家資格を持っ

たコンサルタントが専門の相談員として対応する、

夜中の１時までということでございますので、こ

れは若い方も含めて御利用いただきたいというふ

うに考えます。 

  右側になりますと、高齢者に対する相談窓口、

これは２４時間３６５日ということでございます。

高齢者に対する相談は、意外に御当人よりも御家

族の方が多いわけですので、昼間は働いていて相

談もできないよという方の思いに応えていかれる

窓口充実かと思います。 

  これは出産の支援でございますけれども、左側

は、支援１、支援２とも東京都が今年から新年度

の予算の中に盛り込んでいく新しい事業でござい

ますけれども、１０月からということでございま

すので、足立区では今年度新年度当初から、４月

から９月までの方も対象に助成をしていくという

ことの予算を入れてございます。 

  産後ケアにつきましても、自己負担額を下げて

いくということ、施設についても１施設増設にな

ります。 

  これは事業者に対する支援でございますが、昨

日、土建の新年会にお邪魔したときに非常にうれ

しいことを言われました。１つは、小規模事業者

の経営改善補助金ですけれども、いわゆる一人親

方が道具を買い替えるというときにもこれを活用

してくれていると。他区にはない支援で、これは

本当にありがたいということが１つと、もう 1つ

は、この左側の２番目、人材育成、資格取得、こ

れについても活用が進んできているので、この２

つは都の上部団体の方に行っても自慢ですという

話もいただきました。 

  ただ、議員の方からもよくお話がございます小

規模事業者の経営改善補助金、いいんだけれども、

３回行わなきゃならないよねというお話でござい

ます。一人親方が３日間仕事を休むというのは大

変ということですので、実際に申請される金額の

大きさですとか、お仕事だとか補助の内容を精査

して、簡便に申請から実際に補助まで至る新しい

スキームも新年度には準備をしていきたいなと考

えております。 

  そして、もう 1つ新しいのは、まず、人材確保

が大変だからということで、広告宣伝について支

援をしました、１段階。そして、来てくれた人材

を育成していくための支援ということで、これが

第２段階。今回、新しく第３段階として、定着支

援というものを入れました。 

  昨年の３，０００社を対象に行ったアンケート

調査の中で、実際に事業者の方は、どうしても仕

事に関わる資本投資にお金が回りがちだけれども、

勤めている人は、長く勤めるかどうかというのは

福利厚生、職場の環境に左右されますという声が

あったわけです。そこのミスマッチを解消するた
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めに今回行うのが、このサポート支援です。 

  初めて女性を雇用するような場合、女性用のト

イレを作らなきゃいけない、更衣室も作らなきゃ

いけないというようなこと。又は、昨今の熱中症

対策として冷暖房機能を省エネ型のものに替えて

みたいとかいろいろおありかと思いますので、人

材サポート支援という形で幾つか対象事業をまと

めてございます。 

  これにつきましては、議会からもお声を戴けれ

ばメニューを拡大して対応していきたいと思いま

すので、様々な御意見をお寄せいただきたいと思

います。 

  これも、議会から強力に御要望がありました。

一番左は、やぐら舞台の設置等に対する補助、こ

れは１０割ということでございますので、今年度、

昨年の夏にお祭りをしたところの町会・自治会に

は喜んでいただけるのではないかなと思います。 

  そして真ん中ですけれども、子ども向けの事業、

今までは年１回だったけれども、春と秋にやった

り、年何回もやるんだよというお話もいただきま

したので、年２回までは申し込めることになって

ございます。 

  そして右側、これテント以外の助成も含んでご

ざいますけれども、活性化の物品購入補助です。

実績が令和７年度１５件、令和８年度１００件、

これちょっと何なのとおっしゃられるかもしれま

せんけれども、実際に補助率を１０割にしたこと

で、テントが買えるなら、１０割もらえるなら是

非うちは買いたいということで、１００件近い

内々のお問合せがあるようでございますので、取

りあえず１００件ということで予算を組ませてい

ただいております。 

  若者・子ども支援ということですけれども、大

きなポイントは、左側の１番目、私立幼稚園等の

保護者の利用補助、３万３，０００円で一定の期

間据置きで参りましたけれども、２，０００円で

はございますが、上乗せさせていただいて３万５，

０００円ということでございます。 

  夏の居場所ですけれども、これも３か所に増や

して、今回の２回から６回に拡大ということにな

ります。 

  高校生の居場所の支援、拡充させていただきま

す。谷在家に、西側にもう 1つ拠点を置くという

ことになります。 

  右側ですけれども、これは今年行っております

モギ社会人１年目という足立区の事業で参加した

若者たちがセブン－イレブン・ジャパンさんに提

案した商品が商品化されて、今月２７日火曜日か

らこの「魔女スープ」というのがお店で販売され

ています。トマト味の健康に配慮したスープとい

うことでございますので、是非議員の方もお買い

求めいただければと思います。 

  これは、令和８年４月２６日に開設の高野スポ

ーツパークでございます。昼間の利活用が１つポ

イントだと思っておりますので、こちらも知恵を

絞ったり、また、周囲で昼間運動したいという方

をどれだけここに集客できるかということが課題

かと思います。 

  右側、上沼田東公園東側の創出用地、１２月に

リース会社事業決定いたしましたので、令和９年

１２月の施設開設に向けて着実に進めてまいりま

す。 

  そしてまた、江北エリア、住んでいるだけで自

ずと健康になるまちというのが、１つ進んでまい

ります。 

  最後に、まだ私も直前に聞いたばかりですけれ

ども、議員の皆様方に１つお知らせしたいニュー

ス、「地球の歩き方」の足立版の発行が決まりま

した。２３区では世田谷、杉並、墨田に次ぐ４番

目ということで、今年の９月に発行ということで

ございます。 

  そして、どういう人が買うのかなということで

すけれども、「地球の歩き方」海外版ですと、海

外旅行に行く前に現地の情報を仕入れるためにと
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いうことになるのですけれども、この２３区版は、

区外の方というよりも、その地域の方が圧倒的に

買っていらっしゃるようでございます。そして、

これから足立区の情報、こんなお店がいいとか、

ここが穴場とか、こういうところがお勧めスポッ

トということを地域の皆様方から意見を集めて、

この足立区版を作っていくということでございま

すので、こうした発行に向かって足立区あるある

を大募集というふうに書いてございますので、是

非議員の方にも御応募いただければ、もしかする

とこちらに掲載されるかもしれないということで

ございます。 

  早口になりました。駆け足でしたけれども、私

から以上とさせていただきます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○ただ太郎議長 区長より丁寧な御説明をいただき

ました。ありがとうございました。 

  各会計予算の内容に対する質疑につきましては、

今後予定されている予算特別委員会の中で行いま

すので、御了承願います。 

  特に何かございますでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○ただ太郎議長 なしと認めます。 

  それでは、全員協議会を閉会といたします。 

午前１０時３２分閉会 


